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 かつて，全国陸域の多数の活断層のなかで，比較的近い将来に大地震発生の可能性の大きいと思

われる断層を「要注意断層」として選別し，それらを第１図(1)～(12)に示した（Matsuda，1981）。そ

の後，トレンチ調査による歴史地震の見直しや活断層のスリップレイトに関する資料が増えたので，

それら新資料を用いて，要注意断層の再検討を行った。要注意断層には，第１表にしめす選別基準I

によるものとIIによるものとがあるが，今回は主に選別基準Iによる７つの断層帯について再検討し

た。第２表は今回の検討結果である。 

 基準Iでは地震後経過率がＥ≧0.5 の場合を要注意断層としている。Ｅは最新の地震以降現在まで

に経過した年数ｔをその断層の活動間隔の年数Ｒで割った値（地震後経過率，Ｅ＝t／R）である。

それらの求め方はMatsuda（1981）と同じ。 

 再検討の結果，次のような注釈つきで，六甲－淡路断層帯南部以外は，いずれも依然として要注

意断層である。 

（1）中央構造線：徳島区間で 1596 年地震の，愛媛区間で 4－7 世紀地震の震源であった場合でも，

それぞれＥ＝0.4～1.0およびＥ＝3.3であり要注意状態にある。 

（2a）有馬－高槻断層帯：Ｅ＞0.3～0.7。ただし 1596年慶長地震の震源であった場合にはＥ＝0.1～

0.2となり要注意ではない。 

（2b）六甲－淡路断層帯北部（1995年地震の未破壊区間）：Ｅ＞1.4で要注意。ただし，1596年慶長

地震の震源であった場合にはＥ＝0.4であり要注意ではない。 

（2c）六甲－淡路断層帯南部：1995年地震によって要注意ではなくなった。Ｅ≒0。 

（3）阿寺断層帯：1586年飛騨地震の震源であったとしても，Ｅ＝0.7～1.3で要注意。 

（4）伊那谷断層帯：Ｅ＞1.6～2.5 

（5）糸静線中部断層帯：841年信濃地震の震源であったとしてもＥ＝1.1～2.8で要注意。 

（6）富士川断層帯：1854年安政東海地震の未破壊部分であり，Ｅ＞1.6～3.2で要注意。 

（7）国府津－松田－神縄断層：1923年関東地震の未破壊部分であり，基準 Iと IIの両方から要注意

断層。Ｅ＞1.1～3.8。 

 

 なお，これ以外に，資料不足のため上記の選別基準による検討ができない活断層が多数ある。し

たがって，上記以外にも未検出の要注意断層が存在すると思われる。たとえばＡ級活断層で歴史時

代に大地震を発生させていない断層は一般に選別基準 Iに該当する要注意断層である可能性が高い。

今後資料にもとづいて検討のうえ追加してゆきたい。 

（松田時彦） 
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第１図 要注意断層(1)～(12)(Matsuda，1981) 

Fig. 1 Precaution fault zones (1)-(12) (Matsuda 1981 ) 
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第１表 要注意断層の選別基準 Iと II 

Table. 1 Two critria used for Precaution fault zones. 

 
 

 

 

第２表 今回再検討した選別基準 Iによる要注意断層と要注意度 

Table. 2 Reexamined precaution fault zones and degree of Precaution. 
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